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 [4] 比較検証 

（2）通産省案と文化庁案(32) 

 特許認容後の異議申し立て制度の導入【1】 

②「異議申し立て制度の趣旨」④ 

 特許権の「付与後異議申立て（Post Grant Review）」は、米国特許法 321 条にある。異

議申立人は、本条により特許権者とされない者であり、そのうえで実質的に利害関係のあ

る当事者に限定されている。日本の特許庁の特許無効審判のように誰でも請求できるわけ

ではない（日本特許法 123 条）。異議の原因は、101 条（保護対象要件）、102 条（新規性）、

103 条（非自明性 un-obviousness、日本では「進歩性」と呼ぶ）、112 条（記載要件）が拒

絶理由となる。それ故、かなり広範囲での異議を認めている。要するに、特許権の付与後

異議申立ては特許権者とされない者に積極的に異議申し立てを求めている。ただし、112 条

（a）で示されている記述要件、実施可能要件、ベストモード要件のうち、ベストモード要

件（出願時に最良と信じうる実施形態であること）が除外されている。元々ベストモード

要件について極めて主観的で不確定なものとして考えられてきたため、異議理由とはなら

ないとして除外された。 
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